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平成18年2月28日判決言渡 同日■療本領収 裁判所書記官  

平成13年（行ク）第150号 行政文書不開示処分取消請求事件  

口頭弁論終結日 平成17年11月17日  

判  決  

東京都新宿区三栄町10番1号 橋爪ビル2階  

原  告  特定非営利活動法人   
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高  橋  利  明  ー 代 表 者 ゝ理 事  
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相  沢   

甲  木   

山   

青  木   

山  谷  

英  明   

浩 太 郎   

義  典  

旦           且   

裕  幸  

同   

同   

同   

同   

同  

丸  瀬  律  子   

文  主  

1 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省大臣  

官房において平成12年2月及び3月に支出された「報償費」に関す   

る支出証拠，計算証明に関する計算書等支出が分かる書類（ただし，  

別表1記載の通番18，36，221，255，397，521，538，614，637，71  

6，879，887，987，1028 の各文書については，同各文書に記載され  

た「文書作成者名」，「決裁者名」及び「取扱者名」のうち平成16  

年4月20日付け変更決定で不開示とされた部分を除き，別表1記載  

の通番458の文書については，同表「書面名」欄において「決裁書」   

とされる要面に記載された「支払予定額」の部分に限る。）について   

の不開示決定（ただし，同変更決定により一部開示された後のもの）  

を取り消す。   

2 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外  

公館である在米日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出  

された「報償費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切  

（ただし，別表1記載の通番212，452，770，911の各文書については，  

同表「書面名」欄において「決裁書」とされる書面に記載された「支  

払予定額」の蔀分に限る。）についての不開示決定（ただし，平成1   

6年4月20日付け変更決定により一部開示された後のもの）を取り  

消す。  
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3 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外  

公館である在仏日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出  

された「報償費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切  

（ただし，別表1記載の通番177，225，332，387，480，499，661，  

719，750，766，850， 940，961，1003，1019の各文書については，同  

各文書に記載された「文書作成者名」 ，「決裁者名」及び「取扱者  

名」のうち平成16年4月20日付け変更決定で不開示とされた部分  

を，別表1記載の通番48，731，734の各文書については，同変更決定  

で不開示とされた部分全部を，それぞれ除く。）についての不開示決  

定（ただし，同変更決定により一部開示された後のもの）を取り消す。  

4 被告が，療告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外   

公館である在中国日本国大使館において平成12年2月及び3月に支  

出された「報償費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一  

切（ただし，別表1記載の通番297，345，394，653，831の各文書に  

ついては，同各文書に記載された「文書作成者名」，「決裁者名」及  

び「取扱者名」のうち平成16年4月20日付け変更決定で不開示と  

された部分を，別表1記載の通番195，232，451の各文書については，  

同変更決定で不開示とされた部分全部を，それぞれ除く。）について  

の不開示決定（ただし，同変更決定により一部開示された後のもの）  

を取り消す。   

5 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外  

公館である在フィリピン日本国大使館において平成12年2月及び3  

月に支出された「報償費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算  

書等一切（ただし，別表1記載の通番187，275，810，815，822，90  

6の各文書については，同各文書に記載された「文書作成者名」，  

「決裁者名」及び「取扱者名」のうち平成16年4月20日付け変更  
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決定で不開示とされた部分を除き，別表1記載の通番209の文書につ  

いては，同表「書面名」欄において「決裁書」とされる書面に記載さ  

れた「支払予定額」の部分に限る。）についての不開示決定（ただし，  

同変更決定により一部開示された後めもの）を取り消す。  

6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。  

7 訴訟費用は，これを20分し，その1を原告の負担とし，その余を被告  

の負担とする。  

事 実 及 び 理 由   

第1 請求  

1 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省大臣官房にお  

いて平成12年2月及び3月に支出された「報償費」に関する支出証拠，計算  

証明に関する計算書等支出が分かる書類についての不開示決定（ただし，・平成  

16年4月20日付け変更決定により一部開示された彼のもの）を取り消す。  

2 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外公館であ  

る在米日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出された「報償費」  

に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切についての不開示決定（た  

だし，平成16年4月20日付け変更決定により一部開示された彼のもの）を  

取り消す。  

3 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外公館であ  

る在仏日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出された「報償費」  

に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切についての不開示決定（た  

だし，平成16年4月20日付け変更決定により一部開示された彼のもの）を  

取り消す。  

4 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外公館であ  

る在中国日本国大使館において平成1－2年2月及び3月に支出された「報償  

費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切についての不開示決定  

〔  
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（ただし，平成16年4月20日付け変更決定により一部開示された後のも  

の）を取り消す。  

5 被告が，原告に対し，平成13年6月1日付けでした，外務省在外公館であ  

る在フィリピン日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出された  

「報償費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切についての不開  

示決定（ただし，平成16年4月20日付け変更決定により一部開示された後  

のもの）を取り消す。   

第2 事案の概要  

本件は，原告が，被告に対し，行政棟関の保有する情報の公開に関する法律  

（平成13年法律第140号による改正前のもの。以下「情報公開法」とい  

う。）に基づいて，外務省の大臣官房及び4か国の在外日本国大使館における  

平成12年2月及び3月中の「報償費」の費目による支出について，そめ支出  

内容が分かる文書の公開を請求したところ，全部不開示決定を受けたことから，  

その取消しを求めている事案である。なお，本訴提起後，被告が，不開示決定  

を一一部変更し，請求対象文書の一部について開示をした（後記1（4））ことから，   

鱒告は，当該開示部分に対応する訴えを取り下げており，上記変更決定によっ  

てもなお不開示とされた文書に係る不開示決定の部分に限って，その取消しを  

求めている。   

1 前提事実（争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に  

認められる事実）  

（1）本件訴訟提起までの経緯  

ア 開示請求  

原告は，平成13年4月2日，被告に対し，以下のとおり，行革文書の  

開示請求をした（以下の請求を併せて「本件開示請求」といい，下記川か  

ら帥までで開示請求の対象とされた4か国の在外日本大使館を「在外4大  

使館」という。）。  

（  
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・∽ 開示請求番号2001－00054  

外務省大臣官房で支出された平成11年度中の平成12年2月及び3  

月に支出された「報償費」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書  

等支出が分かる書類  

汀）▼ 開示請求番号2001－00055  

外務省在外公館である在米日本国大使館で，平成11年度中の平成1  

2年2月及び3月に支出された「交際費」，「報償費」及び「諸謝金」  

に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切   

（功 開示請求番号200卜00057  

外務省在外公館である在仏日本国大使館で，平成11年度中の平成1  

2年2月及び3月に支出された「交際費」，「報償費」及び「諸謝金」  

に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切  

巨）開示請求番号200卜00058  

外務省在外公館である在中国日本国大使館で，平成11年度中の平成   

12年2月及び3月に文出されキ「交際費」，「報償費」及び「諸東  

金」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切  

帥 開示請求番号2001－00059  

外務省在外公館である在フィリピン日本国大使館で，平成11年度中  

の平成12年2月及び3月に支出された「交際費」，「報償費」及び  

「諸謝金」に関する支出証拠，計算証明に関する計算書等一切   

イ 不開示決定   

（刀 被告は，平成13年6月1日付けで，上記アの各開示請求に対し，以  

下のとおり決定をし，原告に開示決定通知書を送付した。  

a 開示請求番号2001－00054  

全部不開示決定を行った。  

b 開示請求番号200卜00055，00057，00058，00059  

／′「  

一 6 －   



「交際費」及び「諸謝金」に関する支出証拠，計算証明に関する計  

算書等については部分開示決定を行い，「報償費」に関する支出証拠，  

計算証明に関する計算書等については，全部不開示決定を行った。  

伸 上記各決定の通知書において示された報償費に関する文書不開示の理  

由は，次のような内容であった。  

「報償費は，国が，国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するた  

め，当面の任務と状況に応じその都度の判l断で最も適当と認められる方  

法により機動的に使用する経費であり，外務省においては，情報収集及  

び諸外国との外交交渉ないしは外交関係を有利に展開するため使用する  

経費がこれに当たります。  

このような報償費の支出証拠，計算証明等の文書が開示されることに  

より，報償費の具体的使途に関する内容が明らかになることで，情報収   

集や外交交渉における相手の権利や立場に影響し，あるいは他国若しく  

は国際機関と申開で外交儀礼上問題が生ずるおそれがあります。この結  

果，国の安全が害されるおそれがあり，他国政府もしくは国際機関との  

信頼関係を損ね，・またはこれらとの国際交渉上の不利益を被るおそれが  

あると認められます。  

また，これらの内容が明らかになることで，相手の権利や立場に影響  

を与え，これらとの信頼関係を損ねる結果，その後の情報入手や外交工  

作が困難になると考えられます。これにより，外交に係る事務の適正な  

遂行に支障を及ぼすおそれがあります。  

したがって，本件請求に係る報償費の支出証拠，計算証明等の文書は，  

情報公開法第5条3号及び同条第6号の情報に該当します。」   

ウ 本件訴訟  

原告は，平成13年6月15日，上記イの各決定のうち，報償費に関す  

る文書を不開示とした部分の取消しを求めて，本訴を提起した（以下，原  

／／（＼  
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告が本訴で当初取消しを求めていた不開示決定を「本件各不開示決定」と  

いい，その対象とされた行政文書を「本件各行政文書」という。）。  

（2）会計検査院による処置要求  

会計検査院は，外務本省及び在外公館（ヴェトナム日本国大使館ほか12  

箇所。なお，本件開示請求の対象とされた在外4大使館は含まれていな  

い。）を対象として，主に平成12年度支出について，報償費の経理処理，   

監査，使途等の適正に着眼した検査を実施した上，平成13年9月27日，   

「報償費の執行について」との文書により，被告に対し，会計検査院法34  

条及び36条の規定に基づき，是正改善・改善の処置を要求した。  

会計検査院は，上記文書において，外務省では，報償費を「情報収集及び  

諸外国との外交交渉ないし外交関係を有利に展開するため」に使用すること  

とされていること，想定し難い突発的な事態が生じ得る外交においては，特  

に柔軟な対応が求められることから，機動的な執行が可能な経費として報償   

費が配賦されているが，平成12年度に報償費で支出されたものの中には，   

定型化，定例化するなどしてきており，当面の任務と状況に応じ機動的に使   

用するとの報償費の趣旨からすると，報償費ではなく庁費等の他の費目で支  

出するよう改善する必要がある経費が含まれていたこと，その具体的内訳は，  

国内又は海外で開催される大規模レセプション経費6131万余円，酒類購  

入経費1536万余円，本邦関係者が外国訪問した際の車の借り上げ等の事  

務経費1083万余円，在外公館長赴任の際等の贈呈晶購入経費4720万  

余円，文化啓発用の日本画等購入経費7238万余円であること等を指摘し，  

こうした事態は適切とは認められないことから，報償費わ使途について見直  

しを行い，庁費等の他の費目から支出するよう改善する必要がある経費につ  

いては他の費目での予算措置を詩ずるなどし，今後は報償費として真に支出   

する必要があるものに使用していくこと等の処置を講ずるよう要求した（甲  

11）。  
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（3）別件開示請求に係る情報公開審査会の答申  

ア 報償費関連文書についての別件開示請求と不開示決定  

外務省における報償費の使用に関する文書については，本件開示請求以  

外にも，原告以外の着か ら情報公開法に基づく開示請求がされていたとこ  

ろ，被告は，これらに対しても，以下のとおり，不開示決定をした。  

なお，本件各行政文書は，下記①の開示請求の対象とされた文書の範囲  

に含まれている。  

①「平成8年4月から同13年3月までの外務省本省及び在外公館の報償  

費の支出決定及び支払手続のために作成された文書等」についてされた  

合計20件の開示請求につき，平成13年6月1日付けでした不開示決  

定  

②「外務省本省の報償費の平成12年3月分及び同13年1月分の全支出  

に関する文書」についてされた合計2件の開示請求につき，平成13年  

6月1日付けでした不開示決定   

③「在フランス日本国大使館，在イタリア日本国大使館及び在ホノルル日  

本国総飯事館の報償費（機密費）の平成12年度の支出に関する一切の  

資料」についてされた合計20件の開示請求につき，平成14年4月2  

2日付けでした不開示決定  

イ 異議申立てと情報公開審査会への諮問  

上記アの各不開示決定に対しては，その請求者らから，いずれも行政不  

服審査法に基づく異議申立てがされていたことから，被告は，平成15年  

7月31日，情報公開法18条に基づき，情報公開審査会に諮問をした。   

り 情報公開審査会の答申  

情報公開審査会は，平成16年2月10日，上記諮問を受けて，上記ア  

の①から③までの不開示決定に関し，後記抑aからeまでの支出に係る文  

書について，それぞれの箇所の「開示すべき部分」と掲記した部分等を開  

「＼  

－ 9 －   



示すべきものとする答申をした（以下「本件答申」という。）。そこで示   

された判断の概要は以下のようなものであった。   

『）本件対象文書には，外務省報償費の使途に関し個別具体的かつ詳細な  

記載がされており，これらが容易に区分し難い状態で随所に記載されて  

いることが認められる。これらの記載は，外務省報償費を，秘密を保持  

して機動的に運用することによって行われる情報収集活動等の個別具体  

的な内容を示す情報である。このような情報については，これらを公に   

することにより，外務省報償費の秘密を保持した機動的な運用に支障を   

及ぼすことによって，情報収集活動等が困難となり，外交事務の円滑か  

つ効果的な遂行に支障を来すおそれがあり，ひいては，国の安全が害さ  

れるおそれ，他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交  

渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当  

の理由がある情報であると認められることから，情報公開法5条6号柱  

書き及び3号に該当する。   

伸 しかしながら，支出計算書の証拠書類については，会計検査院の平成  

12年度決算検査報告における指摘を踏まえて，精査すると，外務省報  

償費を的確に運用するために求められる機動性及び秘密保持という観点  

からみても，情報公開法5条3号及び6号に該当すると認め難いと考え  

られるものがあるので，以下検討する。  

a 大規模レセプション経費  

（a）開示すべき部分  

定期的に又は慣例として開催される天皇誕生日祝賀レセプション，  

自衛隊記念日レセプション及び我が国の在外公館長の離着任レセプ  

ションについては，当該レセプションの件名，開催の日付，主催者，  

場所，経費の総額に係る情報については，これを公にしたとしても，  

外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，  
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法5条6号及び3号に該当するとは認められないから，開示すべき  

である。   

（り）不開示とすべき部分  

調達先，調達の具休的内容及び招待者氏名・肩書に係る情報につ  

いては，当該レセプションを安全かつ効果的に開催する上で，秘密  

を保持することが必要と認められ，これを公にすると，当該レセプ   

ションの開艇に関連して，安全上及び外交儀礼上の支障や問題を引  

き起こす可能性があると認められるので，情報収集活動等を困難に  

し，外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，  

ひいては，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との  

信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上  

不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当   

の理由がある情報であると認められ，法5条6号柱書き及び3号に  

該当する。   

b 酒類購入経費   

（a）開示すべき部分  

酒類購入費に関する記述のうち，件名，日付，経費の総額につい  

ては，これを公にしたとしても，外交事務の適正な遂行に支障を及   

ぼすおそれがあるとは認められず，法5条6号及び3号に該当しな  

いから，開示すべきである。   

（b）不開示とすべき部分  

外務省及び各在外公館において，酒類を備えておく趣旨は，外交  

活動の一環である設宴や会食において，相手方を随時しかるべく按  

遇し，もって親交を深め情報収集活動等を効果的かつ円滑に行うこ  

とにあり，その際，外交儀礼にもとらないようにすることは当該設  

宴等ひいては情報収集活動等の成否を左右する要素である。また，  
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酒類にっいては，銘柄により優劣についての評価が明確であること  

等を考慮すると，外務省が保有する酒類の詳細をつまびらかにする   

ことは，外交儀礼上の支障等を引き起こす可能性がある。  

こうした点を考慮すると，酒類の調達先，購入本数，購入銘柄及  

び銘柄別金額については，外務省及び各在外公館が保有する酒類の  

詳細についてつまびらかになる情報であるので，これを公にするこ   

．とにより，情報収集活動等を困難にし，外交事務の適正かつ効果的  

な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては，他国若しくは国際  

機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関と  

の交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることに  

つき相当の理由がある情報であると認められ，法5条6号柱書き及  

び3号に該当する。   

在外公館長赴任の廃等の贈呈晶購入経費  

（a）開示すべき部分  

贈呈晶の購入経費に関する記述のうち，件名，目付，支出要旨・  

説明，経費の総額については，その記載内容から対象国名，贈呈対  

象者及び贈呈晶の具体的品目等に係る情報を除けば，これを公にし  

たとしても，外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると  

は認められず，その記載内容から対象国名，贈呈対象者及び贈呈品  

の具体的品目等に係る情報を除いた当該情報については，法5条6  

号及び3号に該当するとは認められないから，開示すべきである。   

（b）不開示とすべき部分  

在外公館長が赴任する際や我が国政府要人が外国を訪問する際に，  

本邦において購入する贈呈晶に係るものについては，贈呈対象者，  

購入贈呈品の具体的内訳，贈呈晶ごとの金額・数量，調達先に係る  

情報及び対象国名を推測させ得る情報を公にした場合，当該国に対  
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する我が国の評価や位置付けなどが容易に推定され，外交儀礼上の   

支障を生じ，我が国と当該国との関係に悪影響を及ぼすおそれがあ   

ると認められるので，情翠収集活動等を困難にし，外交事務の適正  

かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては，他国若  

しくは国際機関との信梼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは  

国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認  

めることにつき相当の理由がある情報であると認められ，法5条6  

号柱書き及び3号に該当する。   

d 文化啓発用の日本画等購入経費  

在外公館において，我が国の文化を啓発するなどの目的で使用され  

る日本画等の絵画を本邦において購入する経費に係るものについては，  

百貨店等の店舗から購入した場合とそれ以外の場合がある。  

（a）店舗から購入した日本画等について  

日本画等を百貨店等の店舗から購入した場合には，当該日本画等  

の販売価格は既に公になっているものと認められるので，件名，支  

出要旨■説明，経費の総額，調達先及び購入した品目ごとの金額等   

すべての情報を公にしたとしても，外交事務の適正な遂行に支障を  

及ぼすおそれがあるとは認められず，法5条6号及び3号に該当し  

ないため，開示すべきである。   

（b）制作者から直接購入した日本画等について  

i 開示すべき部分  

件名，日付，支出要旨・説明，経費の総額，調達の数量につい  

ては，その記載内容から品目ごとの金額，調達先及び購入に至っ  

た経緯等に係る情報を除けば，これを公にしたとしても，外交事  

務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，そ  

の記載内容から品目ごとの金額，調達先及び購入に至った経緯等  
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に係る情報を除いた当該情報については，法5条6号及び3号に  

該当するとは認められないから，開示すべきである。  

正 不開示とすべき部分  

芸術家等特定の個人の紹介等を通して画家等制作者から直接購  

入する場合等においては，購入した品目ごとの金額，調達先及び  

購入に至った経緯等当該制作者及び紹介者に係る倍報及びそれら  

が類推される情報については，これを公にすること’により，画家  

等制作者に対する評価に影響を及ぼすばかりでなく，紹介者と諮  

問庁（外務大臣）との関係についても影響を及ぼすおそれがある  

と認められ，将来的に同様の方法での調達が困難になり，我が国  

の文化啓発のための資料の調達の方途が画一化されることになり，  

外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるので，法5条6  

号に該当する。  

本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ等の事務経費   

（a）開示すべき部分  

我が国の政財界の要人等，本邦関係者が諸外国を訪問する際に，  

その接遇に遺漏なきを期するため，当該国等にある我が国在外公館  

が同国の業者から車両を借り上げ，また，当該本邦関係者の宿泊す  

るホテル等に事務連絡室等を設けることがあるが，このような場合  

の件名（法5条1号に該当する個人に関する情報は除く。），日付，  

経費の総額に係るものは，これを公にしたとしても，外交事務の適  

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，法5条6号  

及び3号に該当するとは認められないから，開示すべきである。   

（b）不開示とすべき部分  

車両の調達先や車種等及び事務連絡室の所在等の具体的内容に係  

る情報については，これらを公にした場合，今後．本邦関係者が当  
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該国を訪問する際に，突発的な事態を未然に防止し，その安全を確  

保することが困難になり，仮に，そのような事態が起きた場合には，  

我が国と当該国との関係に悪影響を及ぼすおそれがあると認められ  

るので，これを公にすることにより，情報収集活動等を困難にし，  

外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひ  

いては，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又  

は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行  

政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報であると認め  

られ，法5条6号柱書き及び3号に該当する。   

（4）不開示決定の変更決定  

被告をも 本件答申が本件各行政文書のうちの一部について部分開示が適当   

であるとの判断を示したことを受けて，平成16年4月20日付けで，別紙  

2「部分開示目録」において「対象となる行政文書」欄に掲記された各文書  

のうち，同目録において「開示する部分」として掲記された部分を開示する  

旨の本件各不開示決定の変更決定をした（以下「本件変更決定」という。）  

（乙18の1から4まで，19の1，2）。  

同決定は，原則として，本件答申の示した開示・不開示の判断に従い，本  

件各行政文書のうちの前記（3）り抑a，b，d及びeの支出に係る各文書の一  

部（「開示すべき部分」）について開示を行ったも甲である。ただし，特定   

の個人を識別できる記述のうち，公表慣行のないものについては，本件答申  

において開示すべき部分とされた箇所についても，情報公開法5条1号に基  

づいて開示しないものとしている。  

同決定の通知書には，同決定で部分開示の対象とされた各文書において，  

なお不開示とした情報及びそれらを不開示とした理由が，以下のとおり，示  

されている。なお，本件各行政文書には，前記（3）り汀）cの類型の支出（在外  

公館長赴任の際等の贈呈晶購入経費）に係る文書は含まれていない。  
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ア 今にする法令又は慣行のない個人の氏名，住所，電話番号等，個人を識   

別できる情報及び公にすることにより個人の権利利益を侵害するおそれが  

ある情報（情報公開法5条1号）   

イ 大規模レセプション経費に係る対象文書中，公にすることにより，当該  

レセプションの開催に関連して安全上及び外交儀礼上の支障や問題を引き  

起こすことで情報収集活動等を困難にし，外交事務の適正かつ効果的な遂  

行に支障を及ぼし，ひいては，他国若しくは国際機関との信頼関係が損な  

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれの  

ある情報（同法5条6号及び3号）   

り 酒類購入経費に係る対象文書中，公にすることにより，外交儀礼上の問  

題を生じ，情報収集活動等を困難にし，外交事務の適正かつ効果的な遂行  

に支障を及ぼし，ひいては，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわ   

れるおそれ又は他国著しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあ  

る情報（同法5条6号及び3号）   

エ 本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ等の事務経費に係る対象   

文書中，公にすることにより，今後，本邦関係者が当該国を訪問する際に，  

突発的な事態を未然に防止し，その安全を確保することが困難になり，仮  

にそのような事態が起きた場合には，我が国と当該国との関係に悪影響を  

及ぼし，情報収集活動等を困難にし，外交事務の適正かつ効果的な遂行に  

支障を及ぼすおそれがあり，ひいては，他国若しくは国際機関との信頼関  

係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る   

おそれのある情報（同法5条6号及び3号）  

オ 文化啓発用の日本画購入経費に係る対象文書中，公にすることにより，・  

画家等制作者に対する評価に影響を及ぼすばかりでなく，紹介者と当省と  

の関係についても影響を及ぼすおそれがあると認められ，将来的に同様の  

方法での調達が困難になり，我が国の文化啓発のための物品の調達の方途  
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が画一化されることになり，外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ  

がある情報（同法5条6号）   

（5）本件各行政文書及びこのうち本件変更決定で開示された文書の特定とこれ  

らの記載事項  

被告の整理・分類によれば，本件各行政文書は合計1069件であり，そ  

のそれぞれの作成部署，標目，作成者，書面名，通数（上記1069件とは，  

ある使用目的に充てられるための支出ごとに作成された文書をまとめて1件  

と整理したものであって，外形としては，別表1の書面名欄及び通数欄記載  

のとおり，1件ごとに複数の文書から構成されている。），外形的事実等，  

科目名は，別表1のそれぞれの項目に対応した欄記載のとおりである。この  

うち，本件変更決定により部分的に開示された文書は合計52件であり，部  

分的に開示された文書の部署別の内訳及び別表1記載の各文書の通番との対  

応関係は以下のとおりである。また，そこで開示された項目は，別表1の対  

応する通番の文書の「外形的事実等」梱の該当項目の箇所に，その項目全部   

が開示されたものには丸（○）印が，その項目の一部のみが開示されたもの   

には三角（△）印が，それぞれ付されている。  

ア 大臣官房分（209件中） 15件  

18，36，221，255，397，458，521，538，614，637，716，879，887，  

987，1028  

イ 在米大使館分（390件中） 4件  

212，452，770，911  

ウ 在仏大使館分（196件中） 18件  

48，177，225，332，387，480，499，661，719，731，734，750，766，  

850，940，961，】．003，1019  

エ 在中同大使館分（201件中） 8件  

195，232，297，345，394，451，653，831  

／  
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オ 在比大使館分（73件中） 7件  

187，209，275，810，815，822，906  

（被告による文書の特定の経緯等に関する補足説明）  

被告は，平成14年4月24日付けの準備書面（4）の段階でも，本件各行政  

文書の大臣官房分及び在外4大使館ごとの文書数の内訳すら明らかにせず，  

文書数全部の合計と情報収集等の事務，外交交渉等の事務及び国際会議への  

参加等の事務（後記第3の1（1）参照）それぞれに関するものに分類した場合  

の内訳のみを明らかにしていた。その後，第6回口頭弁論期日（同年6月5  

日）における裁判所による求釈明等を経て，平成15年6月17日付けの準  

備書面（7）では，本件各行政文書の作成部署（大臣官房分及び在外4大使館の  

いずれか）の別，記載内容の「外形的事実等」（記載されている情報の類型  

・項目）を明らかにし，さらに，平成17年4月8日付けの準備書面（咄にお  

いて，上記のとおり，本件各行政文書について別表1記載の情報をようやく  

明らかにするに至ったもので，被告において，本件各行政文書に係る外形的  

事実その他の情報を，別表1の記載以上に個別具体的に明らかにしようとは  

しなかった。  

2 争点（争点に対する当事者の主張は別紙1のとおりである。）  

（1）本件各行政文書（本件変更決定により開示された部分を除く。）に記載さ  

れた情報は，情報公開法5条3号又は6号の不開示情報に該当するか。  

（2）本件各行政文書のうち，別紙2「部分開示目録」において「対象となる行  

政文書」として掲記された各文書に記載された「文書作成者名」，「決裁者  

名」及び「取扱者名」であって，本件変更決定において開示されなかったも  

のは，情報公開法5条1号の不開示情報に該当するか。   

第3 争点に対する判断  

1 外務省における報償費の使途について  

本件各行政文書は，いずれも報償費（予算科目上「報償費」及び「政府開発  
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援助報償費」とされているものの両方を含んでいる。）に関する支出を証する  

書類として特定されたものであるため，本件における争点，すなわち，本件各  

行政文書に記載された情報がどのようなものであり，情報公開法上の不開示事  

由に当たるかを判断する前提として，まず，予算費目である報償費が外務草  

（本省大臣官房及び在外公館）において，実際にどのような使途に充てられて   

いるかについて検討を加えることにする。   

（1）報償費の使途に関する被告の主張  

報償費は，予算区分上の「目」に分類されるものであって，「国が，国の  

事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため，当面の任務と状況に応じそ  

の都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費」で  

あると説明されている（乙1の1及び2）。被告は，外務省においては，報  

償費を「外務省の公にしないことを前提とする外交活動において，情報収集  

及び諸外国との外交交渉ないしは外交関係を有利に展開するための活動」に  

支出しており，その使用目的については，以下のAからCまでの3区分に分   

類でき，それぞれが更に「情翠提供又は協力の対価として使用されたもの」，   

「会合の経費として使用されたもの」及び「定例的に必要とされた物品の購  

入や役務の経費として使用されたもの」の区分に分類できることから，結局  

のところ，全体で以下の9区分に分類できると主張している（文書ごとにつ  

いての被告の主張は，別表1の対応する使用目的欄記載のとおりである。）。  

A 情報収集等の事務  

Al：情報提供に対する対価として使用されたもの  

A2‥情報収集のための会合の経費（会食，場所代，会議への参加）とし  

て使用されたもの  

A3：情報収集のために定例的に必要とされた物品の購入や役務の経費と  

して使用されたもの  

B 外交交渉等の事務  

／「＼  
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Bl：二国間の外交交渉等を進めるに当たり，協力の対価として使用され  

たもの  

B2：二国間の外交交渉等を進めるに当たり，相手方との会合の経費（会  

食，場所代，会議への参加）として使用されたもの  

■ B3：二国間の外交交渉等を進めるに当たり定例的に必要とされた物品の  

鹿入や役務の経費として使用されたもの   

C 国際会議への参加等の事務  

CI：国際会議等において多国間交渉を進めるに当たり，協力の対価とし  

て使用されたもの  

C2：国際会議等において多国間交渉を進めるに当たり，相手方との 

の経費（会食，場所代，，会議への参加）として使用されたもの  

C3：国際会議等において多国間交渉を進めるに当たり定例的に必要とさ  

れた物品の購入や役務ゐ経費として使用されたもの  

なお，被告は，外務省における報償費を「外務省の公にしないことを前提  

とする外交活動において，情報収集及び諸外国との外交交渉ないしは外交関  

係を有利に展開するための活動」に充てるという取扱いは，成文化した規範  

等によるものではなく，運用上のものであるとしている（もっとも，被告は，  

本訴における主張上，当初，外務省の報償費は，「外交交渉の有利な展開を  

期するための情報収集等」に充てるための経費であるとし，その分類につい  

ても，上記A，B及びCの3分類についてのみ言及していたところ，平成1  

5年9月1日付けの準備書面（8）において，初めて，報償費が「公にしないこ  

とを前提とした外交活動」に支出されるものであるという説明をしたもので  

あり，上記A，B及びCの3分類をそれぞれ更に3つに細分するという分類  

は，平成17年4月8日付けの準備書面他に至って，初めて言及したもので  

ある。）。   

（2）会計検査院の処置要求で指摘された経費に係る文書に記載された報償費の  

〔、  
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支出とその評価   

被岳は，本件各行政文書について，「別表1に記載された『外形的事実  

等』」の限度でしか本件各行政文書の内容を明らか忙しないところ，外務省  

における報償費の執行についてされた会計検査院の処置要求（前記前提事実  

（第2の1）（2））を卑ると，平成12年庭中，①国内又は海外で開催される  

大規模レセプション経費，②酒類購入経費，③本邦関係者が外国訪問した際  

の車の借り上げ等の事務経費，④在外公館長赴任の際等の贈呈品購入経費，   

⑤文化啓発用の日本画等購入経費（以下①から⑤までの経費の類型を併せて  

「五類型」という。）が報償費から支出されたことが指摘されている。そし  

て，本件各行政文書中には，これらのうち上記①，②，③及び⑤に対応する   

支出に関する文書が含まれているところ，情報公開審査会において本件各行   

政文書をも対象とした本件答申がされ（前記前提事実（3）ウ），さらに，これ  

を受けて本件変更決定がされ（事実（4）），上記①，②，③及び⑤に対応する   

支出に関する文書が部分開示の対象とされている。  

なお，本件各行政文書中，五類型の支出に関する文書に当たるものは，前   

記前提事実（5）のアからオまでに掲げてあるとおりである。  

そこで，検討の手懸かりとするため，会計検査院の前記処置要求，本件答   

申，本件変更決定における部分開示を通じて，その具体的内容が相当程度明  

らかにされている五類型に係る経費（本件各行政文書にあっては，上記①，  

②，③及び⑤に対応する支出）につき，被告が主張する報償費の使用目的に   

合致しているかどうかについてみていくこととする。まず，上記①の支出は，   

天皇誕生日祝賀レセプション，自衛隊記念日レセプション及び在外公館長の   

離着任レセプション開催のための支出であり，上記②は，外交活動として行   

われる設宴や会食における接遇のために、，外務省及び在外公館で酒類を購入  

レた際の支出，上記⑤は，文化啓発用とあるものの，本件変更決定により部  

分開示された文書（甲19，20等）の記載からすると，主として，在外公  

′／（＼  
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館やその職員公邸の装飾用に用いる日本画を購入した際の支出と認めること  

ができる。しかし，上記の各使途のいずれをみても，部外に明らかにしない   

などの条件を付して行われたとみることはできないのであって，「公にしな   

いことを前提とする外交活動」のための経費であるとは認め難い というべき   

である。なお，上記①に対応する支出に関する文書については，後記3（1）ア   

のとおり，料理等の調達先や招待者の氏名等の不開示情報を含むものである  

・が■，その目的・名目に照らせば，レセプションの開催自体を「公にしないこ   

とを前提とする外交活動」に当たるとみるのi享困難というほかない。上記②   

については，購入した酒類を「公にしないことを前提とする外交活動」に当  

たる設宴や会食に用いられる場合が全くないとまではいい切れないが，同じ   

く本件変更決定により部分開示された文書（甲21，29等）の記載をみて   

も，そうした使途の限定をうかがわせる記載は見当たらないのであるから；   

酒類の購入行為自体をとらえて，「公にしないことを前提とする外交活動」   

のための経費支出であると認めるのは困難である。他方，上記③については，  

本邦関係者が外国訪問をした目的，車を借り上げて移動するなどした目的が  

明らかではないが，車の借り上げ等は外国訪問の都度行われるものと考えら  

れるから，その日的によっては，「公にしないことを前提とする外交活動」  

の経費に充てられたと解する余地もないわけではない。  

上で検討したところによれば，本件変更決定において部分的に開示された  

五類型に係る文書に記載された報償費の具体的な使途には，「公にしないこ  

とを前提とする外交活動」に当たらないものが含まれている。すなわち，・平  

成12年2月及び3月の外務省大臣官房及び在外4大使館の予算執行におい  

て，報償費は，被告が「本来の使途」として説明する「公にしないことを前  

提とする外交活動」以外の事項にも使用されていたことが指摘できる。   

（3）報償費が充てられた五類型以外の経費の性質について  

次に，報償費が「公にしないことを前提とする外交活動」に該当しないも  

－ 22   



のに充てられた例は，五類型の経費支出に限定されるのか，すなわち，五類   

型以外にも，報償費が「公にしないことを前提とする外交活動」に該当しな   

いものに充てられた例が存するのかが問題となる。   

この点に関し，情報公開審査会は，本件答申において，五類型に係る文書   

以外の文書の情報公開法5条3号又は6号該当性について，前記前提事実（3）  

り阿のとおり，報償衰の使途に関し個別具体的なかつ詳細な記載があること，  

・その記載は，報償費を，秘密を保持して機動的に運用することによって行わ   

れる情報収集活動等の個別具体的な内容を示す情報であること，これらを公  

にすることにより，報鹿費の秘密を保持した機動的な運用に支障を及ぼすこ  

とによって，情報収集活動等が困難となり，外交事務の円滑かつ効果的な遂  

行に支障を来すおそれがあり，ひいては，国の安全が害されるおそれ，他国  

等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそ   

れがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報であるこ   

と等の判断を示した上，情報公開法5条各号の不開示事由に該当せず，部分  

的にせよ開示すべきものと結論付けた文書を，草類型に係る文書に限定して  

いる。したがって，本件答申にあっては，五類型に係る文書以外の文書につ   

いては，すべて「公にしないことを前提とする外交活動」の経費支出に関す   

るものであるという前提に立っているようにも受け取れる。  

しかし，会計検査院の指摘は，専ら会計経理に関する法令違反の有無や当   

不当という観点からされたもの（会計検査院法34条参照）であって，情報   

公開法上の不開示事由の有無，開示すべきものかどうかについ．ての判断とは   

視点が異なり，直接の関連はないことから，本件答申において，本件各行政   

文書中に不開示事由を含んでいないとされたものが，なにゆえ五類型に係る   

文書の範囲に限定されるのか，真実，五類型に係る文書以外に不開示事由を   

含んでいない情報は存在しないのか，更に慎重な吟味を要するものと考えら   

れる。  

′／（＼＼  
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この点を判断するに当たっては，情報公開法27条により，情報公開審査   

会には，諮問庁以外の者に開示することなく，諮問に付された開示決定等に   

係る行政文書の提示を求めることができるものとされており（いわゆるイン   

カメラ手続），本件答申に係る審査手続においても，実際にこれを見分して   

審査した事実が認められる（乙17の2）こと，一方で，裁判所における判   

断に当たっては，本件各行政文書の記載内容を実際に見分する機会がなく，  

疲告主張の外形的事実のみから，実際の具体的な記載内容を推認するほかな  

い，という大きな制約があることにかんがみると，五類型に係る文書以外の文   

書の情報公開法5条3号及び6号該当性について，本件答申が示した判断の   

過程について検討を加えておく必要があると考えられる。  

報償費の使用目的に関する被告の前記分類のうち，「定例的に必要とされ   

た物品の購入や役務の経費として使用されたもの」（A3，B3，C3）に   

ついては，すべて本件変更決定により部分開示の対象とされたものとしてお  

り（ただし，被告の分類によれば，本件各行政文書中，C3に相当するもの  

はないとする。），五類型に係る文書以外の文書であって，全部不開示が維   

持されているものとしては，「情報提供又は協力の対価として使用されたも   

の」（Al，Bl，Cl），「会合の経費として使用されたもの」（A2，   

B2，C2）に関する文書のみがこれに当たることになる（ただし，被告の   

分類によれば，本件各行政文書中，Clに相当するものはないとする。）。   

さらに，被告は，本件各行政文書，すなわち，報償費の支出負担行為に係る   

文書は，決裁書，見積書，予定価格書，契約書又は請書，検査調書，請求書，  

領収書，支出依頼書，支払明細書，支払証拠台紙から構成されており，そこ   

には，文書作成者名・決裁者名・取扱者名，起案・決済日・支払手続日，支   

払予定先・支払先，支払予定額・支払額・支払方法，目的・内容が記載され   

ているとする。  

被告の主張によれば，本件各行政文書の構成，記載内容は上記のようなも  

r＼  
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のであり，特に，上記「目的」の記載においては，報償費の目的にそった使   

用の目的，事務の必要性に関して具体的な記述がされていること，上記「内  

容」の記載においても，報償費を使用して行う「情報収集の事務」等の具体  

的な内容，方法，態様に関する記述がされていること，さらに，当該内容の   

適正さを示す積算等の根拠や事情，事務を行う職員等の氏名，会合の場合は  

同席者の氏名等の記載が含まれていること等からすれば，いわゆるインカメ  

ラ手続を経ている情報公開審査会においては，そうした具体的な記載を逐一   

検討し，それを根拠にして，情報公開法5条3号及び6号該当性についての   

判断が加えられたものと解する余地がある。  

しかしながら，本件答申における説示をみると，前記のとおり，外務省報   

償費の使途に関する文書上の記載について，「秘密を保持して機動的に運用   

することによって行われる情報収集活動等の個別具体的内容を示す情報であ   

る」と述べていることからも明らかなとおり，いわば「秘密を保持した運用   

がされている」という外務省における取扱いの実態を述べるにとどまり，情  

報収集活動等の内容・実質において，秘密の保持を必要とするものか，さら  

には，それが「公にしないことを前提とする外交活動」に当たるのかといっ   

た点に個別具体的な検討を加えたことが読み取れない。また，当該情報を公   

にした場合の弊害についても，「外務省報償費の秘密を保持した機動的な運   

用に支障を及ぼすことによって，情報収集活動等が困難となり」としか述べ   

ておらず，いわば秘密を保持した経費支出の方途が閉ざされることそれ自体   

を外交事務遂行上の支障ととらえていると見受けられ，情報収集活動等の内   

容・実質に対応して，公にした場合の具体的な弊害について検討を加えたこ   

とをみて取ることはできない。このように；本件答申の情報公開法5条3号   

及び6号該当性についての判断は，いわゆるインカメラ手続で見分した文書   

の具体的な記載内容に即して行われたものとはいい難いのであって，本件各   

行政文書上に，情報公開法5条3号及び6号該当性を直接基礎付けるような  
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記載，あるいは，r公にしないことを前提とする外交活動」に関する経費文   

出であることを基礎付けるような記載があることの推認を働かせることはで  

きないというべきである。  

結局，本件答申で示された判断の内容を踏まえたとしても，報償費が専ら   

r公にしないことを前建とする外交活動」の経費に充てられているというこ   

とを推認させるに足りないといわざるを得ない。   

（4）被告の主張態様からみた報償費の支払対象に関する基準・運用について  

ところで，会計検査院による処置要求，本件答申，本件変更決定を通じて，  

五類型に係る文書が部分開示され，その記載内容が相当程度明らかになった  

段階においても，被告は，それが r公にしないことを前提とする外交活動」  

に関するものであるという主張を変更していない（これも前記A，B，Cの  

3分類のいずれかに該当するとの主張を維持している。）。すなわち，五類   

型に係る文書につき，本件答申において，不開示事由がないものとされ，本   

件変更決定において，部分開示したのは，その支出が定型化∴定例化してし   

まっていることから，当該経費の具体的使途やその支出の行われた時期，支  

出の総額等が公になったとしても，そこから我が国の外交方針等が推知され，   

我が国の外交工作活動等に支障を及ぼすおそれがあるとはもはや考え難くな   

っていること，いわば，事後的に不開示事由が消滅したことによるとしてお  

り，これらの経費を報償費から支出すること自体は，報償費の使途の基準に  

反するものではないし，本来充てられるべき経費以外のものに充てられてい  

たことにもならないとの立場をとっている。  

しかし，既に前記（2）でみたとおり，五類型には，そもそもその客観的性質  

からみて「公にしないことを前提とする外交活動」に分類するのがおよそ不   

適切と思われるものが含まれているのであるから，それにもかかわらず，な   

にゆえ，五類型を r公にしないことを前提とする外交活動」に含ましめ，そ  

の経費を報償費から支出するという運用がされていたのかについて，被告か  
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ら合理的な説明が加えられていない。さらに，本件における報償費の使途に   

関する被告の主張の変遷等（前記（1）参照）をも勘案すると，報償費の支出対   

象に関する基準や実際の運用のあいまいさへの疑念を払拭することはできな   

い。  

この主張の変遷等につき主要な点をより具体的にいうと，報償費が「公に  

しないことを前提とする外交活動」に充てられることは，不開示事由を基礎  

付ける最も重要な要素と・して被告が主張するもの（後記2（2）参照）と考えら  

れるところ，本件訴訟係属当初，被告は，少なくとも明示的には，そうした  

主張をしていなかったことがまず指摘できる。また，被告は，報償費の使途  

に関する前記9分類において，「定例的に必要とされた物品の購入や役務の   

経費」を独立した分類（A3，B3，C3）とするが，「定例的に必要とさ   

れた」ものではない「物品の購入や役務の経費」に相当する分類が設けられ  

ておらず，被告は，本件各行政文書中に，これに充てられた支出に関する文  

書が存在しないとの前提に立っていると見受けられる。しかし，本来の予算   

区分上の定義からすれば，報償費は，「定例的に必要とされたもの」ではな   

く，むしろ，「定例的に必要とされたものではないもの」に充てられること   

が予定されていることは，ここで繰り返すまでもないことであり，前者のみ   

が存在し，後者が存在しないとするのは不自然である。なお，念のため付言   

すると，被告からは，上記「定例的に必要とされたものではないもの」は，  

イ情報提供又は協力の対価として使用されたもの」（Al，鱒1，Cl）や  

「会合の経費として使用されたもの」（A2，B2，C2）に含まれている   

との反論もあり得よう。とはいえ，部分開示された五類型をみる限り，A3，   

B3及びC3には，Al，Bl及びCl，A2，B2及びC2のいずれにも   

分類できないものが含まれている。そうであるとすれば，「定例的に必要と   

されたものではない物品の購入や役務の経費」すべてがAl，Bl及びCl，  

A2，B2及びC2のいずれか．に分類できるとの説明を採用することはでき  
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ない。   

（5）在外公館交流諸費との対比について  

原告は，被告に．対し，米，英，仏，中，比の5か国にある日本国大使館に  

おいて，平成11年1月から同12年3月までに支出された「在外公館交流  

諸費」の支出証拠書類の開示請求を行い，そのかなりの部分について開示を  

受けているが，そこに記載された内容，開示された情報との対比からいって  

も，報償費に関する本件各行政文書の不開示には理由がなく，不当である旨  

主張している。 上記の点は，報償費が「公にしないこと■を前提とする外交活   

動」■に充てられていたといえるか否かの判断と関連性を有することから，以  

下，この点についても検討を加えることとする。   

原告が被告から上記のとおり開示を受けた文書のうち，在米日本国大使館   

における平成11年1月から同年3月までの「在外公館交流諸費」の支出証  

拠書類においては，同期間中に開催された164件の会合それぞれについて，  

「目的」，「設宴日」， 「昼・夜の別」， 「金額」，「場所（店名）」，   

「館側出席者」，「客側出席者」，「起案者」といった情報が具体的に明ら  

かにされていることが認められる。「目的」については，一部開示されてい  

ないものがあるものの，例えば，「日米貿易問題（板ガラス）についての意  

見交換」（客側出席者・UST・R（アメリカ通商代表部。以下同じ。）），  

「コメ特例措置等についての意見交換」（客側出席者「USTR」），「懇  

談（日米鉄鋼問題）」（客側出席者「弁護士」），「鉄鋼問題，中国のWT  

O加盟等最近の通商問題についての意見交換」（客側出席者「US TRADE  

誌」）， 「日米貿易問題（鉄鋼等）についての意見交換」（客側出席者「商  

務省」）， 「鉄鋼AD問題等日米通商問題についての意見交換」（客側出席  

者「Rogers＆Wells LLP弁護士」），「米中関係に関する意見交換」（客   

側出席者「ブルッキングス研究所研究員」），「国際テロ情勢等意見交換」   

（客側出席者「国務省2名」），「中東情勢に関する意見交換」（客側出席  
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者「議会調査局」）というように，「客側出席者」の記載と併せて，個別的   

かつ具体的な記載内容が開示されている。このほか，「館側出席者」，「起   

案者」についても，大使館内の所属部署等について個別具体的な記載が開示   

されている事実が認められる（もっとも，「客側出席者」，「館側出席者」，   

「起案者」の記載については，個人名が開示されていない場合の方が多   

い。）。（以上について弁論の全趣旨）   

こめような在外公館交流諸費に係る支出証拠書類の記載内容，開示された  

情報をみると，報償費使用目的に関する被告分類による「情報収集のための   

会合の経費として使用されたもの」， 「二国間の外交交渉等を進めるに当た   

り，相手方との会合の経費として使用されたもの」又は「国際会議等におい   

て多国間交渉を進めるに当たり，相手方との会合の経費として使用されたも   

の」に報償費が充てられ，そのための決裁書が作成された場合の記載内容と   

の間にいかなる差異があるのか，被告が主張する本件各行政文書の外形的事   

実との比較からは判別し難く，ほとんど差異がないようにも見受けられる。   

そして，在外公館交流諸費が充てられた活動も在外公館が行う外交事務や外   

交交渉の一環であると考えられるところ，その目的，内容や関係者に関する  

情報が相当程度具体的かつ詳細にわたり開示されている状況をみると，被告   

においては，そうした情報は，「公にしないことを前提とする外交活動」に   

関するものには当たらない（更にいえば，原則として，情報公開法5条3号   

又は6号の不開示事由に当たらず，これを開示したとしても，将来の外交活   

動や外交交渉に支障を来すおそれが生ずることもない）と判断しているもの   

と認めることができる。  

翻って，報償費の使途のうち，被告分類による「情報収集のための会合の   

経費として使用されたもの」， 「二国間の外交交渉等を進めるに当たり，相   

手方との会合の経費として使用されたもの」又は「国際会議等において多国   

間交渉を進めるに当たり，相手方との会合の経費として使用されたもの」に  

／／‾ヽ  
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充てられた場合を考えてみると，在外公館交流諸費の開示の場合とは事情が  

一変し，その使途がすべて「公にしないことを前提とする外交活動」に関す  

るものである（更にいえば，その際に作成された決裁書すべてについて，そ   

の記載内容が開示されると，将来の外交活動や外交交渉に支障を来すおそれ   

が生ずる）などと考えるのは，必ずしも合理的とはいえない。  

この点に関して，在外公館交流諸費と報償費の異同について，被告は次の   

ように述べる。すなわち，「在外公館交流諸費」は，在外公館において，当   

該任国の要人，政府関係者，外交団等との間で交流を通じた意見交換や良好   

な人的関係の育成等を促進するための経費であり，公にしたとしても基本的   

には支障を来■さない活動に用いられるのに対しi報償費は，公にしないこと   

を前提にした情報収集及び諸外国との外交交渉ないしは外交関係を有利に展   

開するための活動に使用する経費に充てられるものであること，両者は予算   

科目も異なり互いに流用することも厳しく制限されていること，予算執行上  

痕扱責任者が異なり，会計検査院の検査上の計算証明に関しても報償費は簡  

易証明によることが認められていること等から，その性格が根本的に異なっ   

ており，両者を比較しても無意味であると主張している。  

しかし，両者の費目の使途が裁然と区別されており，被告が主張する使途   

以外の使途に用いられているとの実態が存在しないのであればともかく，報   

償費が五類型に係る支出に充てられており，その中には，「公にしないこと  

を前提とする外交活動」に当たらないものが含まれているというべきである  

ことは既にみたとおりである。したがって，形式的・名目的に，両者の予算  

費目その他予算執行や審査上の取扱いが区別されており，「報償費」と「在   

外公館交流諸費」とのいずれかの費目から経費が支出されているからといっ   

て，そのことから直ちに，実際に，その支出が当該費目において本来予定さ   

れている使途に充てられており，その内容・実質において両者が明確に区別   

されていることの根拠とはなり得ないというべきである。  
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以上の在外公館交流諸費との比較によれば，・報償費の使途のうち，少なく   

とも，被告分類による「情報収集のための会合の経費として使用されたも   

の」，「二国間の外交交渉等を進めるに当たり，相手方との会合の経費とし   

て使用されたもの」及び「国際会議等において多国間交渉を進あるに当たり，   

相手方との会合の経費と■して使用されたもの」については，「公にしないこ  

とを前提とする外交活動」に充てられていないものが含まれているとの推認  

を更に強める結果となるものである。   

（6）報償費の実際の使途について  

以上で検討したところを総合すれば，五類型に係る文書以外の文書につい   

七も，被告が報償費の本来の使途であると主張する r公にしないことを前提  

とする外交活動」以外の経費支出に関するものが相当数あると推認すること  

ができる。   

2 五類型に係る文書以外の文書の不開示‾事由の有無（情報公開法5条3号及び  

6号該当性）（争点（1））について   

（1）情報公開法5条3号及び6号該当性に関して当事者が主張・立証すべき事  

項  

開示請求に係る行政文書が情報公開法5条3号の不開示事由に該当するこ  

とを理由として不開示処分をした場合には，同号が「公にすることにより，  

国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれ  

るおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると  

行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定しているこ  

と，当該情報が一般の行政運営に関する情報とは異なり，その性質上，開示  

・不開示の判断に高度の政策的判断を必要とすることからして，裁判所は，  

同号に規定する情報に該当するか否かについての行政機関の長の第一次的な  

判断を尊重し，その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のもの  

であるかどうか，すなわち，開示・不開示の決定に全く事実の基礎を欠き，  
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あるいは，社会通念上著しく妥当性を欠くなどの裁量権の逸脱ないし濫用が  

あると認められる点があるかどうかを判断すべきものであり，請求者におい  

ては，上記裁量権の逸脱又は濫用があったことを基礎付ける具体的事実につ  

いて主張・立言正することを要するものと解される。  

もつとも，不開示事由の存否が問題となる文書がそもそも請求者及び裁判  

所の目に触れる状況に置かれることがないのであるから，当該文書自体を開  

示できないことにもかんがみて，当該文書の外形的事実等から判断される一  

般的，類型的にみた限りの当該文書の性質として，「国の安全が害されるお   

それ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若し  

くは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある」と行政機関の長が判断  

をし得る情報が記録されているものであることについては，処分庁（現行行   

政事件訴訟法により被告となる場合には国。以下同じ。）において，主張・  

立証することを要するものと解すべきである。  

他方，情報公開法5条6号の不開示事由に該当することを理由として不開  

示処分をした場合には，処分庁は，当該文書に「国の機関が行う事務に関す   

る情報であって，公にすることにより，当該事務の性質上，当該事務の遁走   

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」が記録されていることについて，  

当該文書の外形的事実等から判断される一般的，類型的にみた限りの当該文  

書の性質をもって，主張・立証することを要するものと解される。  

そして，上記いずれの場合においても，開示請求に係る行政文書が複数存  

する場合には，そのそれぞれについて，上記のような情報が記録されている  

ことを主張・立証すべきこととなる。なぜならば，対象として一個の文書を  

特定して開示請求した場合と比較して，処分庁の責任を軽減すべき理由はな  

いからである。   

（21報償費使用の実態等からみた不開示事由該当性  

被告は，本件各行政文書のうち，五類型に係る文書以外の文書の不開示事  
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由該当性について，概略として，次のように主張する。   

（D 五類型に係る文書以外の文書に記載された文書作成者名・決裁者名・取  

扱者名，起案・決済日・支払手続日，支払予定先・支払先，支払予定額・   

支払額・支払方法，目即・内容に係る記載が開示されると，情報握供や外   

交工作等への協力を行っていた者の我が国に対する信頼を損ない，当該協  

力者の自国内での地位を損ねることになり，以降同様の協力を期待できな  

くなる。   

② また，報償費の支出の事実が明らかになる可能性を慮り，情報提供者や  

他国との関係が悪化することを懸念して，担当者が，報償費を用いた情報  

収集等の活動の実施に慎重になり，そうした活動を萎縮させるおそれがあ  

る。   

③ さらに，他国が，我が国の情報収集等の目的，外交政策の意図，関心，  

懸念の程度，情報収集や外交工作の方法等を把握することによって，新た   

な外交的な立場を明らかにしたり，我が国の情報収集や外交工作に対する   

妨害，対抗措置が講じられたりすることで，その効果が減殺されるなどの   

事態が生ずるおそれがある。   

（参 それゆえに，報償費支出に係る「決裁書」に記録された情報は，「公に  

することにより，国の安全が害されるおそれ，他国若しくは国際機関との  

信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益  

を被るおそれ」のある情報（情報公開法5条3号）であり，かつ，「国の  

機関が行う事務に関する情報であって，公にすることにより，当該事務の  

性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」のある情報（同法  

5条6号）に該当する。  

確かに，本件各行敏文書の記載内容が被告主張のようなものであるとして，   

本件各行敏文書に記録された報償費の支出が，専ら「公にしないことを前提   

とする外交活動」の経費に充てられたものであるとすれば，その支払に関す  
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る情報が開示されることによって，我が国の外交活動に⊥定の支障・制約を  

もたらす可能性は否定できず，特に，我が国に対して，秘密裏に情報提供や  

外交工作への協力を行っている者との関係では，その弊害が顕著なものとな   

り得ることは十分理解できる。しかし，報償費の使用目的の実態について，   

必ずしも被告が主張するように謬めることができず，五類型に係る文書以外   

の文書中には，被告の主張する報償費の本来の使用目的に合致しない支出に   

関するもの，そして，被告において，情報公開法5条3号に規定する裁量が   

働く余地のない情報が相当数含まれていると推認すべきことは，前記1で判   

断したとおりであるから，五類型に係る文書以外の各文書について，被告が   

主張するような情報がそのいずれについてもそれぞれ記載されているという   

事実までは認められない。  

これを前記の情報公開法5条3号該当性に係る判断事項に即していうと，  

当該文書の外形的事実等から判断される一般的，類型他にみた限りの当該文   

書の性質として，本件各行政文書それぞれにつき，「国の安全が害されるお   

それ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若し   

くは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある」と行政機関の長が判断  

をし得る情報が記録されていると認めることはできないというべきである。  

また，同条6号該当性に係る判断事項に即していうと，当該文書の外形的事  

実等から判断される一般的，類型的にみた限りの当該文書の性質として，本  

件各行政文書それぞれにつき，「国の機関が行う事務に関する情報であって，  

公にすることにより，当該事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及   

ぼすおそれがあるもの」が記録されていることを認めることもできないとい   

うべきである。  

したがって，本件各行政文書それぞれにつき，情報公開法5条3号，6号   

所定の各不開示事由のいずれについても，被告において，その立証が尽くさ  

れていな 
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（3）文書の特定に関する被告の責任  

上記（2）のように考えることができるとしても，五類型に係る文書以外の文  

書には，そりいずれにも情報公開法5条3号，6号所定の各不開示事由に当  

たるもの（さらには，後記のとおり，五類型に係る文書で問題となる個人情  

報） が記録されていないということまでが立証されたということではない。  

したがって，五類型に係る文書以外の文書を全部開示することになると，そ  

こに記録されている可能性がある不開示情報が公にされることになりかねず，  

同法5条3号，6号が想定した弊害が現実に発生するおそれがある。  

しかし，開示請求の対象とされた複数の文書中に不開示情報を含んでいる  

ものとそうでないものとが混在しているときに，両者を特定して区分する責  

任は処分庁にあるのであって，その責任を果たさないまま，開示に伴う弊害  

発生のおそれを理由にして，その全部を不開示とすることを情報公開法が容  

認しているとは解されない。このことは，一文書中に不開示情報とそうでな  

いものとが混荏している場合に，処分庁において，不開示情報が記録されて  

いる部分を容易に区分して除くことができないこと，又は当該部分を除いた  

部分には有意の情報が記録されていないことのいずれかを主張・立証しない  

限り，部分開示に応じなければならないと解されること（情報公開法6条1  

項参照）－との対比からも裏付けられるというべきである。被告は，両者を区  

分するに足りる文書の外形的事実について，更に具体的な主張・立証をすべ   

きものであるし，それ以前に，報償費の使途に関する運用について，その実  

態を踏まえ，より具体的な主張と立証を尽くすべきである。被告がその責任  

を果たさないことにより（この点についての本件訴訟における被告の主張状  

況は前記前提事実（5）（被告による文書の特定の経緯等に関する補足説明）記   

載のとおりである。），仮に前記のような弊害発生のおそれが生じたとして  

も，それはやむを得ない結果というべきである。   

3 五類型に係る文書（うち不開示部分）の不開示事由の有無（情報公開法5条  
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3号及び6号該当性並びに1号該当性について）   

（1）情報公開法5条3号及び6号該当性（争点（1））について  

ア 大規模レセプションの開催経費に係る文書（別表1の通番209，458，7  

34の各文書）の不開示部分  

被告は，大規模レセプションの開催の経費に係る文書にあっては，その  

調達先，調達の具体的内容，及び招待者氏名・肩書に係る情報については，  

当該レセプションを安全かつ効果的に開催する上で，これらを公にすると，  

安全上及び外交儀礼上の支障や問題を引き起こす可能性があると認められ  

ると主張し，この点を不開示の理由（情報公開法5条3号，6号）として  

挙げている。  

これは，料理等の調達先や招待者の氏名等が明らかになれば，レセプシ  

ョンの出席者等に危害を加えようとする者に対し目標，手懸かりを与え，  

その襲撃や料理等に毒物を混入するなどの工作等を容易にするといった事  

態が生ずること，料理等の調達の具体的内容，費用の多寡や招待者の範囲  

等が明らかになれば，他国での同様のレセプションとの比較等を通じて，  

我が国の当該国・招待者等に対する格付け，評価をうかがわせることにな  

り，それが不当に低いなどの受け止め方をされて不快感を与えるといった  

事態が生ずることを想定しているものである。  

在外公館等でレセプションを開催する場合，参加者の安全確保には，最  

大限の配慮をすべきものと考えられ，料理等の調達等も画一的な方法によ  

ることは避け，調達先を入れ替えるなど，適宜見直しを行い，同一の調達  

先との取引を継続するにしても，当該調達先に安全確保上の問題は存しな  

いかなどの点についてその都度，あるいは，不断に，慎重な確認・検討を  

行うことが重要であるところ，実際にこのような在外公館による安全配慮  

への必要な注意が尽くされているとしても，料理等の調達先等に係る情報  

が公にされる■ならば，必要以上の配慮が要求されて，肝心のテロ対策等に  
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おいて想定外の事態を生じさせる可能性も高まり；ひいては，安全確保を   

困難にするとの事態が生ずる蓋然性を認めることができる。また，招待者   

の名簿についても，同じような地位に相当す．る者につき長年の慣行として  

招待が続いているというのであれば，今後の招待者の範囲について名簿等   

があればより容易に予想がつくものと考えられるし，招待者の範囲をレセ   

プションごとに見直しているとしても，名辞等が，今後の招待者の範囲を   

占う手懸かりとなり得るものであるから，名簿等が公にされることによっ  

て，安全確保を困難にするとの事態が生ずる蓋然鱒を認めることができる。   

なお，被告は，外交儀礼上の問題をも不開示の理由に挙げるが，レセプ  

ションを開催する時期，開催地の政治・経済・社会情勢その他の国情は様   

々であろうから，上記のような情報が開示され， 比較の機会がもたれたか   

らといって，それを直ちに自国，自身への格付けと受け止めたり，まして  

や，そこから不快感を抱いたり，ひいては，それを原因として，事務の適  

正な遂行に支障を及ぼすことになったり，国の安全が害されたり，他国と   

の信頼関係が損なわれたりといった事態は容易には想像できない。したが   

って， この点は不開示の理由にはなり得ないというべきである。  

いずれにしても，料理等の調達先及び招待者の氏名等の情報（これらの   

情報は別表1のl‾外形的事実等」のうちの「目的・内容」に記載されてい   

るものである。）が公にされることによって，外交儀礼上の問題はともか   

くとして，安全確保を困難にするとの事態が生ずる蓋然性を認めることが   

できるのであって，外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると   

いえることから，情報公開法5条6号の情報に該当するというべきである。   

そして，被告は，大規模レセプションの開催の経費に係る文書のうち書面   

名が「請求書」及び「領収書」と特定されているものについては，その書  

式・体裁等から，その支払先が特定されて明らかになると主張するところ，   

確かに，請求書や頃収書の類については，丁般にそうした事態が生じ得る  

／（＼・  

一 37 －   



ことを肯定できることから，こうした文書については，その全体について   

上由不開示事申があるというべきである。これに対して，「請求書」及び   

「領収書」以外の書面上の「支払予定額」の記載（別表1によれば，同記  

載がある書面は，いずれも書面名が「決裁書」として特定されている。）  

は，安全確保とは無関係であり，外交儀礼上の問題が生ずるとも考えられ  

ないことから，同法5条3号，6号いずれの情報にも該当しないというべ  

きである（同条3号該当性につき更に補充するならば，これをもって，他  

国との信頼関係が損なわれたり，交渉上不利益を被ったりするおそれがあ  

ると被告が判断したことは，社会通念上著しく妥当性を欠いており，合理   

性を有しないというべきである。）。  

イ 酒類購入経衷に係る文書（別表1の通番177，187，221，225，275，29  

7，332，345，387，394，480，499，614，637，653，661，716，719，75  

0，766，810，815，822，831，850，879，887，906，940，961，1003，1  

019，1028の各文書）の不開示部分  

被告は，酒類購入経費に係る文書にあっては，酒類については，銘柄に  

より優劣についての評価が明確であること等を考慮すると，保有する酒類  

の詳細をつまびらかにすることによって，外交儀礼上の支障等を引き起こ  

す可能性があると主張し，この点を不開示の理由（情報公開法5条3号，  

6号）として挙げている。  

この点は，上記アのレセプションにおける料理等の調達先を明らかにす  

ると，外交儀礼上の問題を引き起こす可能性がある■という前記主張と基本   

的内容は共通であると考えられるが，国内の外務省施設や在外公館にどの   

ような酒類が保有されているかが今にされたからといって，外交儀礼にも   

とる事態が生ずるとは容易には考えられない。それを原因として，事務の  

適正な遂行に支障を及ぼすことになったり，国の安全が害されたり，他国   

占の信頼関係が損なわれたりといった事態が発生することについても同様  

／／／ヽ、  
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であることから’，被告主張の不開示の理由は存しないものというべきであ  

る（情報公開法5条3号該当性につき更に補充するならば，上記アで述べ   

たところと同様に，これをもらて，他国との信頼関係が損なわれたり，交   

渉上不利益を被ったりするおそれがあると被告が判断したことは，社会通  

念上著しく妥当性を欠いており，合理性を有しないというべきである。）。   

り 文化啓発用の日本画等購入経費に係る文書（別表1の通番18，36，255，  

397，521，538，987の各文書）の不開示部分  

被告は，文化啓発用の日本画購入経費に係る文書にあっては，百貨店等  

の店舗からではなく，個人の好介を通じて制作者から直接購入した場合の，  

品目ごとの金額，調達先及び購入に至った経緯等当該制作者及び紹介者に  

係る情報及びそれらが類推される情報については，これを公にすることに  

より，制作者に対する評価に影響を及ぼし，紹介者と被告との関係につい   

ても影響を及ぼして，将来的に同様の方法での調達が困難になると主張し，  

この点を不開示の理由（情報公開法5条6号）として挙げている。  

しかし，制作者や紹介者の立場や考え方が明らかでないので，上記のよ  

うな情報を公にすることにより，一般的に同様の方法での調達が実際に困  

難になるおそれがあるといえるのか，そもそも疑問があるし，仮にそうし  

た事態が起こり得るとしても，取引価額や自身の名前（情報公開法5条2  

号にいう事業者に関する情報に相当すると考えられる。）が明らかになっ  

たというだけの理由で取引の継続を拒絶するような相手方との間で，そう  

した事態を回避するために情報を秘匿してまで取引関係を維持することに  

つき，「事務の適正な遂行」という観点からどれほどの利益があるのかは  

更に疑問である。公費を用いて備品の購入をしている以上，その購入価額   

を明らかにすることにも「事務の適正な遂行」という観点から一定の利益  

を認め得るところであって，少なくとも，情報を秘匿して同一の取引関係  

を維持する利益が常にこれを上回るなどとはいえず，そのことをもって  
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「事務の適正な遂行」に支障を及ぼすおそれがあるとはいい難い。   

エ 本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ等の事務経費に係る文書  

（別表1の通番48，195，212，232，451，452，731，770，911の各文書）  

の不開示部分  

被告は，政財界の要人等，本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上   

げ等の事務経費に係る文書にあっては，車両の調達先及び車種並びに事務   

■連絡室（関係者の宿泊するホテル等の中に設けるもの）の所在等の具体的  

内容に係る情報を公にすることにより，今後，本邦関係者が当該国を訪問  

する際に，突発的な事態を未然に防止し，その安全を確保するととが困難  

になると主張し，この点を不開示の理由（情報公開法5条3号，6号）と  

して挙げている。  

本邦関係者が外国訪問する際に，その安全確保のため，使用車両の調達  

や事務連絡室の確保が，長期間にわたり，画一的な方法とならないよう調   

達先の入替えその他適宜の見直しを行うなどの配慮は畢要であり，実際に   

このような在外公館による安全配慮への必要な注意が尽くされているとし  

ても，車両の調達先及び車種並びに事務連絡室の所在等に関する情報が開  

示されることによって，本邦関係者に危害を加えようとする者に対して必  

要以上に目標，手懸かりを与え，その襲撃等を容易にするなど，テロ対策  

等において想定外の事態を生じさせる可能性が高まり，ひいては，安全確   

保を困難にするとの事態が生ずる蓋然性を認めることができるのであって，   

外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。したがって，  

車両の調達先及び車種並びに事務連絡室の所在等に関する情報（これらの  

情報は，別表1の「外形的事実等」のうちの「目的・内容」に記載されて   

いるものである。）は，情報公開法5条6号の情報に該当するというべき   

である。また，「請求書」及び「領収書」について，上記アで述べたとこ  

ろと同様の理由からその全体を不開示とすべきである。これに対して，  
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↑  

r請求書」及び■「額収書」以外の書面上の「支払予定額」の記載（別表1  

によれば，同記載がある書面は，いずれも書面名が「決裁書」として特定  

されている。）が，同法5条3号，6号いずれの情報にも該当しないもの  

であることについても， 大規模レセプションについて前記アで述べたとこ  

ろと同様である。   

（2）情報公開法5条1号該当性（争点2）について  

五類型に係る文書のうち，「文書作成者名」，「決裁者名」，「取扱者  

名」として記載された外務省職員の個人名については，情報公開法5条1号  

本文の「個人に関する情報（中略）であって，当該情報に含まれる氏名，生  

年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものj に当  

たるところ，弁論の全趣旨によれば，外務本省における6級暗に満たない職   

員についてのそれは，人事異動の官報への記載，行政機関が公にする意思を  

もって提供した情報を基に作成された市販の職員録への記載がないものと認  

めることができる。これらは，不開示情報の除外事由である同号ただし書イ  

の「法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定さ  

れている情報」にも当たらないものということができる。  

本件．変更決定においては，五類型に係る文書のうち，「文書作成者名」，   

「決裁者名」及び「取扱者名」の記載中，外務省職員の個人名につき，上記  

の職員の範岡に限って不開示としたものであり，そこには上記不開示事由が  

あるものと認められる。したがって，当該部分の不開示について取消しを求  

める請求には理由がない。   

4 結論   

以上判断したところによれば，五類型に係る各文書（主文では，外務本省大  

臣官房，各在外公館である大使館の支出に対応する別表1記載の通番を記載し  

て，特定した。）に記載された「文書作成者名」，「決裁者名」及び「取扱者  

名」であって，本件変更決定において不開示とされた部分は，情報公開法5条  
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（  つ  

1号に該当する情報と認めることができる。また，五類型に係る各文書のうち，   

大規模レセプションの開催の経費に係る文書及び本邦関係者が外国訪問した際   

の車両の借り上げ等の事務経費に係る文書であって，本件変更決定において不   

開示とされた部分のうち，別表1で書面名が「請求書」及び「領収書」として   

特定されているものの記載の全部，並びにそれ以外わ書面の記載のうち「目的  

・内容」、，「支払予定先」及び「支払先」たっいては，情報公開法5条1号に  

該当しないものであっても，同法5条6号に該当する情報と認めることができ   

る（他方で，別表1で書面名が「決裁書」として特定されている書面の「支払   

予定額」の記載は，前記3（1）アで判断したとおり，同法5条3号，6号のいず   

れにも当たらない。）。  

したがって，原告の請求のうち，上記各不開示事由該当部分に係る不開示決   

定の取消しを求める部分には理由がないので棄却することとし，五類型に係る   

各文書のその余の部分及び五類型に係る文書以外の各文書については，詰まる   

ところ，不開示事由の立証が尽くされておらず，これらの各文書に係る不開示  

疾走の取消しを求める部分にはいずれも理由があるので，主文のとおり判決す   

る。  

東京地方裁判所民事第2部  

■ ‾  

大  門  裁判長裁判官  

裁判官  徹  土 ロ   

矢   口   俊  哉   裁判官  
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